
 

令和４年７月７日 

子どもの権利に関する条例検討委員会 

 資料５ 

 

 

今後の検討スケジュールについて 

 

 

○検討スケジュール（現時点での予定であり、今後変更となることがあります） 

日程 内容 

令和４年７月７日 第８回委員会（パブコメ対応検討、骨子案修正） 

７～８月 委員会報告案作成作業（※） 

８月 30日 第９回委員会（委員会報告案の確認） 

９月 委員会検討結果報告（委員会報告書を市長に提出） 

９～11月 委員会報告を受け市で条例素案作成 

12月 15日～ 条例素案についてパブリックコメント 

令和５年１～２月 市で条例案を作成 

２月 市議会第１回定例会に議案上程 

３月 29日 中高生世代ワークショップ「Teensムサカツ」 

４月１日 条例施行（子どもの権利擁護機関に係る部分以外） 

令和６年度 条例施行（子どもの権利擁護機関に係る部分） 

 

 

 

（※）委員会報告書の作成作業について（案） 

・本日（７月７日）の検討委員会の議論を受け、正副委員長と事務局で委員会報告案を修正 

・各委員に修正した報告案をメール等で送付 

・各委員より、修正した報告案に対する意見を事務局に提出 

・正副委員長と事務局で再度報告案を修正 

・８月 30日の第９回検討委員会で、最終報告案を確認 

・第９回検討委員会の議論を受け、正副委員長と事務局で委員会報告書を作成 


